
 

 

 

八尾市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例及び 

八尾市保健所事務手数料条例の一部改正 

新旧対照表 

 

⑴ 八尾市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部改正（第１条関係） 

現   行 改 正 案 

（趣旨） 

第１条 この条例は、国家戦略特別区域法（平成25

年法律第107号。以下「法」という。）第13条第

１項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設

経営事業に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、令和７年11月28日に国家

戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下

「法」という。）第９条第２項において準用

する法第８条第８項の規定による認定があっ

た国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

に係る区域計画（八尾市の区域に係るものに

限る。）においてなお従前の例によるものと

された法第13条第１項の特定認定を受けてい

る者の同条第５項の認定事業である国家戦略

特別区域外国人滞在施設経営事業に関し必要

な事項を定めるものとする。 

第２条・第３条 略 第２条・第３条 略 

 

⑵ 八尾市保健所事務手数料条例の一部改正（第２条関係） 

現   行 改 正 案 

別表第１～別表第15 略 別表第１～別表第15 略 

別表第16 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第

145号。以下この表において「法」という。）関

係事務 

項 区分 金額 

略 

⑻ 法第14条第15項の規定による

製造販売の一部変更の承認 

１品目につき

90円 

略 
 

別表第16 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第

145号。以下この表において「法」という。）関

係事務 

項 区分 金額 

略 

⑻ 法第14条第13項の規定による

製造販売の一部変更の承認 

１品目につき

90円 

略 
 

別表第17・別表第18 略 別表第17・別表第18 略 

別表第19 国家戦略特別区域法（平成25年法律

第 107号。以下この表において「法」とい

う。）関係事務 

項 区分 金額 

⑴ 法第 13条第１

項の規定によ

る特定認定 

１件につき21,200円 

⑵ 法第 13条第６

項の規定によ

る変更の認定 

１件につき10,500円（法第

13条第６項の変更であっ

て、同条第１項の特定認定

を受けた事業の用に供する

居室と同一の施設内におい

て当該居室と同一の規格の 
 

別表第19 国家戦略特別区域法（平成25年法律

第 107号。以下この表において「法」とい

う。）関係事務 

区分 金額 

令和７年11月28日に法

第９条第２項において

準用する法第８条第８

項の規定による認定が

あった国家戦略特別区

域外国人滞在施設経営

事業に係る区域計画

（八尾市の区域に係る

ものに限る。）におい 

１件につき 10,500円

（法第 13条第６項の

変更であって、同条

第１項の特定認定を

受けた事業の用に供

する居室と同一の施

設内において居室の

数を減少させるもの

又は施設の構造、面 
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  居室を当該事業の用に供す

るもの、居室の数を減少さ

せるもの又は施設の構造、

面積、設備及び器具の変更

を伴わないものにあって

は、2,500円） 
 

てなお従前の例による

ものとされた法第13条

第１項の特定認定を受

けている者の同条第５

項の認定事業に関する

同条第６項の規定によ

る変更の認定 

積、設備及び器具の

変更を伴わないものに

あっては、2,500円） 

 

別表第20 略 別表第20 略 

 


